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暴行等を伴う違反行為に関する懲戒処分等の基準について（通達）

標記について、下記のとおり定め、令和２年３月１日から適用することとしたので、

通達する。

記

１ 趣旨

近年、隊員（自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２条第５項に規定する隊

員をいう。以下同じ。）のパワー・ハラスメントや暴行等の違反行為が増加傾向に

あることから、同行為の根絶を図るため、懲戒処分等の基準（以下「処分基準」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものである。

２ 定義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

⑴ 懲戒処分 自衛隊法第４６条第１項に規定する免職、降任、停職、減給又は戒

告の処分をいう。

⑵ 懲戒処分等 懲戒処分並びに訓戒等に関する訓令（昭和３１年防衛庁訓令第３

３号）第２条第１項及び第２項に規定する訓戒及び注意をいう。



⑶ パワー・ハラスメント パワー・ハラスメントの防止等に関する訓令（平成２

８年防衛省訓令第１７号）第２条第１号に規定する階級、職権、期別、配置等に

よる権威若しくは権力又は職場における優位性を背景に、職務の適正な範囲を超

えて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行

為をいう。

⑷ 傷害 人の身体に損傷を与えることをいう。すなわち、生理的機能（神経系統

の機能又は精神も含まれる。）に障害を与えた場合及び身体の外形に損傷を与え

た場合をいう。

⑸ 暴行 人の身体に対する不法な有形力の行使をいう。すなわち、人の身体の安

全を害し、かつ、傷害するに至らなかった場合をいう。

⑹ 脅迫 恐怖心を起こさせる目的で相手方又はその親族の生命、身体、自由、名

誉又は財産に対し、害を加える旨を告知することをいう。これは、害悪を通知す

る行為の一切を意味し、その害悪の内容、性質、通知の方法の如何を問わず、ま

た、それによって相手方が恐怖心を生じたか否かにかかわらない。

⑺ 上官 指揮系統上の上位にある者をいう。

⑻ 上官等 上官のほか、階級又は官職（以下「階級等」という。）を問わず一時

的又は特定の職務についてのみ指揮系統上の上位にある者及び上官以外の上位の

階級等を有する者をいう。

⑼ 特別勤務者 陸上自衛隊にあっては陸上自衛隊服務規則（昭和３４年陸上自衛

隊訓令第３８号）第４２条に規定する特別勤務、海上自衛隊及び航空自衛隊にあ

っては海上幕僚長又は航空幕僚長が定める特別勤務、その他の機関及び防衛装備

庁にあってはこれに相当する勤務に就いている者をいう。

⑽ 反抗不服従 自衛隊法第５７条の規定による上官の命令に服従する義務に反し

て職務上の命令に忠実に従わないことをいう。これには、積極的に反抗する場合

及び消極的に服従しない場合が含まれる。

⑾ 名誉毀損 公然と事実を摘示して人の名誉を害する行為をいう。その事実の真

偽は問わない。

⑿ 侮辱 具体的に事実を摘示することなく、公然と人に対して軽蔑の表示をする

ことをいう。

⒀ 停職６月以上 免職、降任及び６月以上の停職をいう。

⒁ 停職３月以上 免職、降任及び３月以上の停職をいう。

⒂ 重処分 軽処分以外の懲戒処分をいう。

⒃ 軽処分 自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第８５条第１項に

規定する５日以内の停職、減給合算額が俸給月額の３分の１を超えない減給又は

戒告をいう。

３ 処分基準

次の各号に掲げる暴行等を伴う違反行為に対して基本となる処分基準は、当該各



号の表のとおりとし、懲戒権者による具体的な処分量定の決定に当たっては、人事

教育局長が定める考慮事項及び適用基準により判断するものとする。

⑴ ハラスメント（パワー・ハラスメント）

違 反 態 様 処 分 基 準

パワー・ハラスメント 極めて重大な場合 停職６月以上

重大な場合 ３月以上６月未満の停職

比較的重大な場合 １月以上３月未満の停職

軽微な場合 ６日以上１月未満の停職

比較的軽微な場合 停職の軽処分

極めて軽微な場合 軽処分以下（停職を除く。）

⑵ 傷害、暴行又は脅迫

違 反 態 様 処 分 基 準

傷害 極めて重大な場合 停職６月以上

重大な場合 ３月以上６月未満の停職

比較的重大な場合 １月以上３月未満の停職

軽微な場合 ６日以上１月未満の停職

暴行又は脅迫 極めて重大な場合 停職３月以上

重大な場合 １月以上３月未満の停職

軽微な場合 ６日以上１月未満の停職

比較的軽微な場合 停職の軽処分



極めて軽微な場合 軽処分以下（停職を除く。）

⑶ 上官等及び特別勤務者に対する反抗不服従等

違 反 態 様 処 分 基 準

反抗不服従 極めて重大な場合 免職

重大な場合 停職の重処分

軽微な場合 停職の軽処分

傷害 重大な場合 免職

軽微な場合 １月以上の停職

暴行又は脅迫 重大な場合 免職

軽微な場合 停職の重処分

暴言、名誉毀損又は侮 極めて重大な場合 免職

辱

重大な場合 停職の重処分

軽微な場合 軽処分

４ その他

⑴ この通達の規定は、令和２年３月１日以後にした違反行為について適用し、同

日前にした違反行為については、なお従前の例による。

⑵ この通達に定めるもののほか、暴行等を伴う違反行為に対する懲戒処分の実施

について必要な事項は、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭

和３７年防衛庁訓令第６６号）第２２条の規定による防衛大臣の承認を得て定め

る基準により行うものとする。

⑶ 大臣官房長、施設等機関の長、各幕僚長、情報本部長、防衛監察監及び各地方

防衛局長並びに防衛装備庁長官は、暴行等を伴う違反行為に関する違反態様及び

その処分基準について、管下の隊員に対し、周知徹底を図るものとする。

⑷ この通達の運用に関し必要な事項は、人事教育局長が定める。


